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令和２年度第４回定期財務監査の結果について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項、江東

区監査基準（令和２年４月１日江東区監査委員訓令甲第１号）第１条及び第２

条第１項第１号に基づいて行った監査の結果を、同法第１９９条第９項、同基

準第１４条第１項及び第２項の規定により、別紙のとおり報告します。 
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令和 2 年度第 4 回定期財務監査報告書 

 

 

第１ 監査の範囲 

1  監査の対象事項 

平成 30 年度、令和元年度及び 2 年度における小学校、中学校、幼稚園及び義

務教育学校（以下「学校（園）」という。）の財務に関する事務の執行状況及び

施設の管理状況について監査を実施した。 

なお、本年度は、「備品管理事務」を重点監査項目とした。 

 

2  監査の対象施設 

(1) 小学校（15 校） 

明治、平久、南陽、川南、毛利、東雲、有明、第二辰巳、第二亀戸、水神、

第三大島、第四大島、第六砂町、第七砂町、北砂 

(2) 中学校（7 校） 

深川第二、深川第五、有明、亀戸、大島、第二砂町、南砂 

(3) 幼稚園（7 園） 

平久、南陽、川南、豊洲、ひばり、第二亀戸、なでしこ 

(4) 義務教育学校（1 校） 

有明西学園（前期課程・後期課程） 

 

3  監査の実施期日 

令和 3 年 1 月 13 日から同年 2 月 18 日までのうち 20 日間 

 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状況等の関係資料の提出を求め、監査

当日は、関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び帳簿との照査突合を行うと

ともに、施設の内外についても必要と認める監査を実施した。 

 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設管理は、法令等に従い、おおむね適

正かつ効率的に執行又は処理されていると認められたが、一部において別項指摘

事項のような事例が認められたので、早急な事実関係の確認と再発防止策を講じ

られたい。 

また、本監査において重点監査項目とした備品管理のほか、産業廃棄物処理及

び薬品管理についても、一部において適正とは言い難い事例があったので意見を

付す。 

なお、監査の際に散見されたその他の事務上の軽微な誤りについては、各学校

（園）及び関係部署に対し、口頭で改善を促した。 
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第４ 指摘事項 

今回の小学校の監査において、以下のような不適切な会計処理が確認された。 

(1)  資金前渡受者口座に振り込まれた資金（交際費、消耗品費、宿泊・入場料、

自動車・駐車場使用料）が、平成 30 年度から監査日現在（令和 3 年 1 月 15

日）まで預金されたまま引き出されていない状態が続いており、監査日現在

の預金残高が 107,000 円となっていた。しかしながら、この間、正当債権者

への支払いや精算手続きが行われていることは、関係書類から確認できる。 

このことから、当該支払いや精算金の納付は、私費を充てて適正に行った

ように装っていたものと思料される。 

(2)  令和元年度の修学旅行の挙行にあたり、通常必要と考えられる宿泊・入場

料の支出負担行為が起案されていなかったが、監査当日の説明によると、現

地において当該経費は現金で支払ったとされている。 

 このことから、当該経費の支払いには私費が充てられたものと思料される。

なお、同支払いに相当する領収書の存在は監査当日に確認できなかったため、

金額は不明である。 

(3)  校長交際費は、地域行事をはじめ、突然の弔事などのために常に準備して

おく必要があると考えられるが、平成 30 年度は 1 月分から、令和元年度は 6

月分から、令和 2 年度は 5 月分から支出負担行為の起案が行われていなかっ

た。この間に支払いが全く無かったか否かについては、監査当日に提出され

た資料からは確認できなかった。 

(4)  資金前渡によって支出した交際費、消耗品費、宿泊・入場料、自動車・駐

車場使用料において、令和元年 4 月分の戻入金を令和 2 年 5 月 15 日に納付

している事例をはじめ、複数の学校において精算手続きが大幅に遅延してい

る事例が確認された。 

(5)  その他、未精算の前渡金について重ねて資金前渡を受けている事例、区会

計事務規則で定められている保管上限額を超える現金が校内に保管されてい

たことが推察される事例、現金出納簿の不備等、現金管理が適正に行われて

いないと考えられる学校が複数確認された。 

小学校における不適切な会計処理については、昨年度の定期監査報告書におい

ても意見を付しているが、今回の監査においてはさらに深刻化している状況がみ

られる。 

事実関係の十分な調査を行い、資金前渡受者口座に預金されたままとなってい

る現金の取扱いを含め、適切に対応されたい。 

 

第 5 監査委員意見 

１ 小学校における会計事務の執行体制について 

昨年度の定期監査報告書において、小学校における会計事務の執行体制につい

て、研修制度の充実のほか、組織体制の点検と内部統制体制の整備に向けた検討
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を求める旨の意見を付したが、前述の指摘事項の内容を踏まえると、改善が進ん

でいるとは言い難く、誠に遺憾である。 

学校事務職員を対象として実施している現状の研修の体系と内容は適切なもの

となっているか、特に小学校においては、ほとんどの学校の事務職員が一名の配

置となっているが、その配置や事務の執行体制は適切であるか、チェック体制は

機能しているか等について、早急な点検と具体的な改善を進められたい。なお、

内部統制体制の整備にあたっては、区長部局と連携しながら、計画的に推進され

たい。 

 

２ 産業廃棄物の処理について 

今回の監査において、複数の学校における廃油処理にあたり、不法投棄等に繋

がらないことを確認していたものの、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、

「廃棄物処理法」という。）に基づく産業廃棄物の収集運搬・処理に関する都道

府県知事の許可を受けていない業者に委託したほか、廃棄物処理法で義務付けら

れている項目を明記した委託契約書を作成せず、区の「請書兼請求書」の様式を

用いて委託契約をしていたこと等が確認された。 

なお、教育委員会事務局の担当部署からは、委託先業者は同廃油の処理にあた

っては、廃棄物の処理に関する都道府県知事の許可を受けた別の業者に委託する

とともに、産業廃棄物管理票（以下、「管理票」という。）の写しを学校あて提出

することなどを事前に確認した旨の説明があり、提出された監査資料により、同

管理票の写しの存在も確認できる。 

本件の委託契約に先立って、学校職員は適正な手続きについて教育委員会事務

局の担当部署に相談したとされていることから、その時点において適切な助言が

されていれば、本件のような事例は発生しなかったものと考えられるほか、会計

管理室の審査において発見されれば、その後の発生は防止できたものと考えられ

る。 

また、産業廃棄物処理の手続きに関して注意すべき点については、本区の基本

事務マニュアルにおいても適切に示されているほか、令和 2 年 2 月には本区総務

部経理課からもその適正な処理について改めて通知があったところであるが、こ

れらのマニュアルや通知が活かされなかった。 

廃棄物処理法の趣旨を踏まえ、産業廃棄物の処理についての適正な契約処理の

周知徹底を図るなど、早急に再発防止策を講じられたい。 

 

３ 備品の管理について 

備品の管理については、江東区物品管理規則において取得や処分等の手続きが

定められているが、今回の監査において、廃棄の手続きがされないまま、現物の

廃棄が行われたと思料される事例、廃棄の手続きを行ったものの実際には廃棄さ

れずに現物が残っている事例、何らかの理由で備品登録から抜け落ち、現在の備

品残高数と一致しない事例等、備品の管理が適正に行われていない事例が複数の
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学校で確認された。 

備品については、江東区物品管理規則第 24 条第 3 項においては毎年度 3 月末

現在における財務会計システムの記録事項と供用備品との照合と報告等が、同規

則第 47 条においては年 1 回以上の自己検査が義務づけられており、その結果は

会計管理室あてに各学校から報告書が提出されているが、備品の管理が適正に行

われていない学校が複数みられる実態に鑑みると、これらの検査等が十分に機能

していないと考えられる。 

自己検査等の徹底を図られるとともに、適正な備品の管理を行われたい。 

 

４ 毒物及び劇物の保管・管理について 

毒物及び劇物の保管・管理については、昨年度の定期監査報告書において意見

を付したところであるが、今回の監査においても、自らの学校において制定した

「毒物劇物危険防止管理規定」に基づく自主点検を実施していないなど、依然と

して保管・管理体制が十分でない学校が複数認められた。 

これらの学校の監査の際に、複数の担当教員から聞き取りを行ったところ、教

育委員会から発出されている薬品の取扱いに関する通知について正しく理解され

ていないことが、不適切な取扱いに繋がる一因となっていると考えられる。管理

方法が重複・複雑化していないか、通知内容や帳票の様式を点検し、毒物及び劇

物取締法の趣旨を踏まえた上で、簡素かつ確実な管理方法を検討されたい。 

 

 

 

 

 


